
九
四
九

附
属
書
二－

Ｄ

焼
酎
の
輸
出
の
促
進

日
本
国
の
酒
税
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
六
号
）
第
三
条
第
十
号
に
定
義
す
る
単
式
蒸
留
焼
酎
で
あ
っ
て
、
日
本
国
に
お

い
て
単
式
蒸
留
機
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
、
瓶
詰
に
さ
れ
る
も
の
は
、
欧
州
連
合
の
他
の
適
用
可
能
な
法
的
要
件
が
満
た
さ
れ
る

場
合
に
は
、
四
合
（
注
１
）
又
は
一
升
（
注
２
）
の
伝
統
的
な
瓶
で
欧
州
連
合
の
市
場
に
提
供
す
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
る
。

注
１

一
合
は
、
百
八
十
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
等
し
い
。

注
２

一
升
は
、
千
八
百
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
等
し
い
。

附
属
書
二－

Ｅ

ぶ
ど
う
酒
産
品
の
輸
出
の
促
進

第
一
編

欧
州
連
合

第
Ａ
節

第
二
・
二
十
五
条
１

及
び
２

に
規
定
す
る
欧
州
連
合
の
法
令

(a)

(a)

第
二
・
二
十
五
条
１

及
び
２

に
規
定
す
る
欧
州
連
合
に
お
い
て
承
認
さ
れ
る
産
品
の
定
義
及
び
醸
造
法
並
び
に
欧
州
連

(a)

(a)

合
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
制
限
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
法
令
に
定
め
る
。

二
千
十
三
年
十
二
月
十
七
日
の
欧
州
議
会
及
び
閣
僚
理
事
会
の
規
則
（
Ｅ
Ｕ
）
第
一
三
〇
八
・
二
〇
一
三
号
（
農
産
品
に

つ
い
て
の
市
場
の
共
通
体
系
に
つ
い
て
定
め
、
並
び
に
閣
僚
理
事
会
規
則
（
Ｅ
Ｅ
Ｃ
）
第
九
二
二
・
七
二
号
、
閣
僚
理
事
会

規
則
（
Ｅ
Ｅ
Ｃ
）
第
二
三
四
・
七
九
号
、
閣
僚
理
事
会
規
則
（
Ｅ
Ｃ
）
第
一
〇
三
七
・
二
〇
〇
一
号
及
び
閣
僚
理
事
会
規
則

（
Ｅ
Ｃ
）
第
一
二
三
四
・
二
〇
〇
七
号
を
廃
止
す
る
も
の
）
（
二
千
十
三
年
十
二
月
二
十
日
の
欧
州
連
合
の
官
報
（
Ｏ
Ｊ

Ｌ

三
四
七
）
六
百
七
十
一
ペ
ー
ジ
）
。
特
に
、
同
欧
州
議
会
及
び
閣
僚
理
事
会
の
規
則
第
七
十
五
条
、
第
七
十
八
条
、
第

八
十
条
、
第
八
十
一
条
、
第
八
十
三
条
及
び
第
九
十
一
条
並
び
に
附
属
書
Ⅶ
第
二
編
並
び
に
附
属
書
Ⅷ
第
一
編
及
び
第
二
編

の
規
定
に
基
づ
く
ぶ
ど
う
酒
分
野
の
生
産
に
関
す
る
規
則
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
規
定
が
第
二
章
第
Ｃ
節
の
規
定
の
適
用
対
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九
五
〇

象
と
な
る
産
品
に
関
係
す
る
場
合
に
限
る
。

二
千
九
年
七
月
十
日
の
欧
州
委
員
会
規
則
（
Ｅ
Ｃ
）
第
六
〇
六
・
二
〇
〇
九
号
（
ぶ
ど
う
産
品
の
分
類
、
醸
造
法
及
び
適

用
さ
れ
る
制
限
に
関
す
る
閣
僚
理
事
会
規
則
（
Ｅ
Ｃ
）
第
四
七
九
・
二
〇
〇
八
号
の
実
施
の
た
め
の
細
則
を
定
め
る
も
の
）

（
二
千
九
年
七
月
二
十
四
日
の
欧
州
連
合
の
官
報
（
Ｏ
Ｊ

Ｌ

一
九
三
）
一
ペ
ー
ジ
）
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
規
定
が
第

二
章
第
Ｃ
節
の
規
定
の
適
用
対
象
と
な
る
産
品
に
関
係
す
る
場
合
に
限
る
。

第
Ｂ
節

第
二
・
二
十
五
条
２

に
規
定
す
る
第
一
段
階
の
醸
造
法

(b)

第
二
・
二
十
五
条
２

に
規
定
す
る
第
一
段
階
の
欧
州
連
合
に
お
け
る
醸
造
法
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
か
ら
成
る
。

(b)

ア
ル
ギ
ン
酸
カ
ル
シ
ウ
ム

カ
ラ
メ
ル

Ｌ

酒
石
酸

(+)
リ
ゾ
チ
ー
ム

微
結
晶
セ
ル
ロ
ー
ス

オ
ー
ク
チ
ッ
プ

パ
ー
ラ
イ
ト

ア
ル
ギ
ン
酸
カ
リ
ウ
ム

ピ
ロ
亜
硫
酸
カ
リ
ウ
ム
＝
亜
硫
酸
水
素
カ
リ
ウ
ム

ば
れ
い
し
ょ
た
ん
ぱ
く
質

酵
母
た
ん
ぱ
く
質
抽
出
物

第
Ｃ
節

第
二
・
二
十
六
条
２
に
規
定
す
る
第
二
段
階
の
醸
造
法

第
二
・
二
十
六
条
２
に
規
定
す
る
第
二
段
階
の
欧
州
連
合
に
お
け
る
醸
造
法
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
か
ら
成
る
。

亜
硫
酸
水
素
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム

炭
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
及
び
Ｌ

酒
石
酸
と
Ｌ

リ
ン
ゴ
酸
と
の
カ
ル
シ
ウ
ム
複
塩

(+)

(-)

コ
ウ
ジ
カ
ビ
属
由
来
の
キ
チ
ン
グ
ル
カ
ン

二
炭
酸
ジ
メ
チ
ル
（
Ｄ
Ｍ
Ｄ
Ｃ
）

メ
タ
酒
石
酸

中
性
酒
石
酸
カ
リ
ウ
ム
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九
五
一

象
と
な
る
産
品
に
関
係
す
る
場
合
に
限
る
。

二
千
九
年
七
月
十
日
の
欧
州
委
員
会
規
則
（
Ｅ
Ｃ
）
第
六
〇
六
・
二
〇
〇
九
号
（
ぶ
ど
う
産
品
の
分
類
、
醸
造
法
及
び
適

用
さ
れ
る
制
限
に
関
す
る
閣
僚
理
事
会
規
則
（
Ｅ
Ｃ
）
第
四
七
九
・
二
〇
〇
八
号
の
実
施
の
た
め
の
細
則
を
定
め
る
も
の
）

（
二
千
九
年
七
月
二
十
四
日
の
欧
州
連
合
の
官
報
（
Ｏ
Ｊ

Ｌ

一
九
三
）
一
ペ
ー
ジ
）
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
規
定
が
第

二
章
第
Ｃ
節
の
規
定
の
適
用
対
象
と
な
る
産
品
に
関
係
す
る
場
合
に
限
る
。

第
Ｂ
節

第
二
・
二
十
五
条
２

に
規
定
す
る
第
一
段
階
の
醸
造
法

(b)

第
二
・
二
十
五
条
２

に
規
定
す
る
第
一
段
階
の
欧
州
連
合
に
お
け
る
醸
造
法
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
か
ら
成
る
。

(b)

ア
ル
ギ
ン
酸
カ
ル
シ
ウ
ム

カ
ラ
メ
ル

Ｌ

酒
石
酸

(+)
リ
ゾ
チ
ー
ム

微
結
晶
セ
ル
ロ
ー
ス

オ
ー
ク
チ
ッ
プ

パ
ー
ラ
イ
ト

ア
ル
ギ
ン
酸
カ
リ
ウ
ム

ピ
ロ
亜
硫
酸
カ
リ
ウ
ム
＝
亜
硫
酸
水
素
カ
リ
ウ
ム

ば
れ
い
し
ょ
た
ん
ぱ
く
質

酵
母
た
ん
ぱ
く
質
抽
出
物

第
Ｃ
節

第
二
・
二
十
六
条
２
に
規
定
す
る
第
二
段
階
の
醸
造
法

第
二
・
二
十
六
条
２
に
規
定
す
る
第
二
段
階
の
欧
州
連
合
に
お
け
る
醸
造
法
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
か
ら
成
る
。

亜
硫
酸
水
素
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム

炭
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
及
び
Ｌ

酒
石
酸
と
Ｌ

リ
ン
ゴ
酸
と
の
カ
ル
シ
ウ
ム
複
塩

(+)

(-)

コ
ウ
ジ
カ
ビ
属
由
来
の
キ
チ
ン
グ
ル
カ
ン

二
炭
酸
ジ
メ
チ
ル
（
Ｄ
Ｍ
Ｄ
Ｃ
）

メ
タ
酒
石
酸

中
性
酒
石
酸
カ
リ
ウ
ム
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九
五
二

中
性
酒
石
酸
（
Ｄ
Ｌ
）
カ
リ
ウ
ム

ビ
ニ
ル
イ
ミ
ダ
ゾ
ー
ル
・
ビ
ニ
ル
ピ
ロ
リ
ド
ン
共
重
合
体
（
Ｐ
Ｖ
Ｉ
／
Ｐ
Ｖ
Ｐ
）

第
Ｄ
節

第
二
・
二
十
七
条
２
に
規
定
す
る
第
三
段
階
の
醸
造
法

第
二
・
二
十
七
条
２
に
規
定
す
る
第
三
段
階
の
欧
州
連
合
に
お
け
る
醸
造
法
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
か
ら
成
る
。

ア
ル
ゴ
ン

フ
ィ
チ
ン
酸
カ
ル
シ
ウ
ム

酒
石
酸
カ
ル
シ
ウ
ム

硫
酸
銅

カ
オ
リ
ン
（
ケ
イ
酸
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
）

マ
ロ
ラ
ク
テ
ィ
ッ
ク
発
酵
助
剤

重
炭
酸
カ
リ
ウ
ム
＝
炭
酸
水
素
カ
リ
ウ
ム
＝
酸
性
炭
酸
カ
リ
ウ
ム

カ
ゼ
イ
ン
カ
リ
ウ
ム

フ
ェ
ロ
シ
ア
ン
化
カ
リ
ウ
ム

第
二
編

日
本
国

第
Ａ
節

第
二
・
二
十
五
条
１

及
び
２

に
規
定
す
る
日
本
国
の
法
令

(a)

(a)

第
二
・
二
十
五
条
１

及
び
２

に
規
定
す
る
日
本
国
に
お
い
て
承
認
さ
れ
る
産
品
の
定
義
及
び
醸
造
法
並
び
に
日
本
国
に

(a)

(a)

お
い
て
適
用
さ
れ
る
制
限
は
、
次
に
掲
げ
る
法
令
に
お
い
て
定
め
る
。

酒
税
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
六
号
）
第
二
条
第
一
項
、
第
三
条
第
十
三
号
並
び
に
第
四
十
三
条
第
二
項
及
び
第
九

項
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
規
定
が
第
二
章
第
Ｃ
節
の
規
定
の
適
用
対
象
と
な
る
産
品
に
関
係
す
る
場
合
に
限
る
。

酒
税
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
九
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
五
十
条
第
十
五

項
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
規
定
が
第
二
章
第
Ｃ
節
の
規
定
の
適
用
対
象
と
な
る
産
品
に
関
係
す
る
場
合
に
限
る
。

酒
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
大
蔵
省
令
第
二
十
六
号
）
第
十
三
条
第
八
項
第
二
号
及
び
第
三
号
。
た
だ
し
、
こ
れ

ら
の
規
定
が
第
二
章
第
Ｃ
節
の
規
定
の
適
用
対
象
と
な
る
産
品
に
関
係
す
る
場
合
に
限
る
。

酒
税
法
及
び
酒
類
行
政
関
係
法
令
等
解
釈
通
達
（
平
成
十
一
年
国
税
庁
通
達
）
第
二
編
第
三
条
（
共
通
事
項
）
第
三
項
、

第
五
項
、
第
七
項
及
び
第
十
五
項
並
び
に
（
果
実
酒
及
び
甘
味
果
実
酒
の
定
義
）
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
六
項
、
第

七
項
、
第
九
項
及
び
第
十
一
項
並
び
に
第
八
編
第
一
章
第
八
十
六
条
の
六
第
三
項
第
六
号
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
規
定
が
第
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九
五
三

中
性
酒
石
酸
（
Ｄ
Ｌ
）
カ
リ
ウ
ム

ビ
ニ
ル
イ
ミ
ダ
ゾ
ー
ル
・
ビ
ニ
ル
ピ
ロ
リ
ド
ン
共
重
合
体
（
Ｐ
Ｖ
Ｉ
／
Ｐ
Ｖ
Ｐ
）

第
Ｄ
節

第
二
・
二
十
七
条
２
に
規
定
す
る
第
三
段
階
の
醸
造
法

第
二
・
二
十
七
条
２
に
規
定
す
る
第
三
段
階
の
欧
州
連
合
に
お
け
る
醸
造
法
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
か
ら
成
る
。

ア
ル
ゴ
ン

フ
ィ
チ
ン
酸
カ
ル
シ
ウ
ム

酒
石
酸
カ
ル
シ
ウ
ム

硫
酸
銅

カ
オ
リ
ン
（
ケ
イ
酸
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
）

マ
ロ
ラ
ク
テ
ィ
ッ
ク
発
酵
助
剤

重
炭
酸
カ
リ
ウ
ム
＝
炭
酸
水
素
カ
リ
ウ
ム
＝
酸
性
炭
酸
カ
リ
ウ
ム

カ
ゼ
イ
ン
カ
リ
ウ
ム

フ
ェ
ロ
シ
ア
ン
化
カ
リ
ウ
ム

第
二
編

日
本
国

第
Ａ
節

第
二
・
二
十
五
条
１

及
び
２

に
規
定
す
る
日
本
国
の
法
令

(a)

(a)

第
二
・
二
十
五
条
１

及
び
２

に
規
定
す
る
日
本
国
に
お
い
て
承
認
さ
れ
る
産
品
の
定
義
及
び
醸
造
法
並
び
に
日
本
国
に

(a)

(a)

お
い
て
適
用
さ
れ
る
制
限
は
、
次
に
掲
げ
る
法
令
に
お
い
て
定
め
る
。

酒
税
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
六
号
）
第
二
条
第
一
項
、
第
三
条
第
十
三
号
並
び
に
第
四
十
三
条
第
二
項
及
び
第
九

項
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
規
定
が
第
二
章
第
Ｃ
節
の
規
定
の
適
用
対
象
と
な
る
産
品
に
関
係
す
る
場
合
に
限
る
。

酒
税
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
九
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
五
十
条
第
十
五

項
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
規
定
が
第
二
章
第
Ｃ
節
の
規
定
の
適
用
対
象
と
な
る
産
品
に
関
係
す
る
場
合
に
限
る
。

酒
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
大
蔵
省
令
第
二
十
六
号
）
第
十
三
条
第
八
項
第
二
号
及
び
第
三
号
。
た
だ
し
、
こ
れ

ら
の
規
定
が
第
二
章
第
Ｃ
節
の
規
定
の
適
用
対
象
と
な
る
産
品
に
関
係
す
る
場
合
に
限
る
。

酒
税
法
及
び
酒
類
行
政
関
係
法
令
等
解
釈
通
達
（
平
成
十
一
年
国
税
庁
通
達
）
第
二
編
第
三
条
（
共
通
事
項
）
第
三
項
、

第
五
項
、
第
七
項
及
び
第
十
五
項
並
び
に
（
果
実
酒
及
び
甘
味
果
実
酒
の
定
義
）
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
六
項
、
第

七
項
、
第
九
項
及
び
第
十
一
項
並
び
に
第
八
編
第
一
章
第
八
十
六
条
の
六
第
三
項
第
六
号
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
規
定
が
第

01_和文【本文】付属書（１）.indd   953 2018/09/05   17:51:15



九
五
四

二
章
第
Ｃ
節
の
規
定
の
適
用
対
象
と
な
る
産
品
に
関
係
す
る
場
合
に
限
る
。

酒
類
の
保
存
の
た
め
物
品
を
混
和
す
る
こ
と
が
で
き
る
酒
類
の
品
目
等
を
定
め
る
等
の
件
（
平
成
九
年
国
税
庁
告
示
第
五

号
）
。
た
だ
し
、
同
告
示
が
第
二
章
第
Ｃ
節
の
規
定
の
適
用
対
象
と
な
る
産
品
に
関
係
す
る
場
合
に
限
る
。

「
酒
類
保
存
の
た
め
酒
類
に
混
和
す
る
こ
と
が
で
き
る
物
品
」
の
取
扱
い
に
つ
い
て
（
平
成
九
年
国
税
庁
通
達
）
。
た
だ

し
、
こ
の
通
達
が
第
二
章
第
Ｃ
節
の
規
定
の
適
用
対
象
と
な
る
産
品
に
関
係
す
る
場
合
に
限
る
。

果
実
酒
等
の
製
法
品
質
表
示
基
準
を
定
め
る
件
（
平
成
二
十
七
年
国
税
庁
告
示
第
十
八
号
）
第
一
項
第
三
号
及
び
別
表
。

た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
規
定
が
第
二
章
第
Ｃ
節
の
規
定
の
適
用
対
象
と
な
る
産
品
に
関
係
す
る
場
合
に
限
る
。

第
Ｂ
節

第
二
・
二
十
五
条
１

に
規
定
す
る
第
一
段
階
の
醸
造
法

(b)

第
二
・
二
十
五
条
１

に
規
定
す
る
第
一
段
階
の
日
本
国
に
お
け
る
醸
造
法
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
か
ら
成
る
。

(b)

補
糖

(a)

し
ょ
糖
、
ぶ
ど
う
糖
及
び
果
糖
（
以
下
「
糖
類
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
補
糖
は
、
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ

し
、
補
糖
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
糖
類
の
重
量
（
注
１
）

が
当
初
の
ぶ
ど
う
の
搾
汁
に
含
有
さ
れ
る
糖
類
の
重
量
を
超
え

る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
（
注
２
）

注
１

補
糖
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
糖
類
の
重
量
は
、
転
化
糖
と
し
て
次
の
と
お
り
表
示
す
る
。

転
化
糖
の
重
量

＝ぶ
ど
う
糖
の
重
量
＋
果
糖
の
重
量
＋
し
ょ
糖
の
重
量

×
１

.

０
５

注
２

第
二
章
第
Ｃ
節
の
規
定
の
適
用
上
、
欧
州
議
会
及
び
閣
僚
理
事
会
の
規
則
（
Ｅ
Ｕ
）
第
一
三
〇
八
・
二
〇
一
三
号
附
属
書
Ⅷ
第
一
編
Ｃ
第
七
項

に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
一
の
産
品
に
対
し
て
補
糖
及
び
補
酸
の
両
方
を
適
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

補
酸
及
び
除
酸

(b)

補
酸
又
は
除
酸
は
、
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
補
酸
又
は
除
酸
が
食
品
添
加
物
に
関
す
る
食
品
規
格
委
員

会
の
一
般
的
な
基
準

に
適
合
し
て
い
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
（
注
）

3.3
（a）

注

第
二
章
第
Ｃ
節
の
規
定
の
適
用
上
、
欧
州
議
会
及
び
閣
僚
理
事
会
の
規
則
（
Ｅ
Ｕ
）
第
一
三
〇
八
・
二
〇
一
三
号
附
属
書
Ⅷ
第
一
編
Ｃ
第
七
項
に

規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
一
の
産
品
に
対
し
て
補
酸
及
び
除
酸
の
両
方
を
適
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

ぶ
ど
う
品
種

(c)

い
ず
れ
の
品
種
（
ヴ
ィ
テ
ィ
ス
・
ヴ
ィ
ニ
フ
ェ
ラ
種
と
異
な
る
種
を
含
む
。
）
の
ぶ
ど
う
も
日
本
ワ
イ
ン
を
生
産
す
る

た
め
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
ぶ
ど
う
が
日
本
国
に
お
い
て
収
穫
さ
れ
る
場
合
に
限
る
。

ア
ル
コ
ー
ル
分
、
総
酸
及
び
揮
発
酸
の
限
度

(d)
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九
五
五

二
章
第
Ｃ
節
の
規
定
の
適
用
対
象
と
な
る
産
品
に
関
係
す
る
場
合
に
限
る
。

酒
類
の
保
存
の
た
め
物
品
を
混
和
す
る
こ
と
が
で
き
る
酒
類
の
品
目
等
を
定
め
る
等
の
件
（
平
成
九
年
国
税
庁
告
示
第
五

号
）
。
た
だ
し
、
同
告
示
が
第
二
章
第
Ｃ
節
の
規
定
の
適
用
対
象
と
な
る
産
品
に
関
係
す
る
場
合
に
限
る
。

「
酒
類
保
存
の
た
め
酒
類
に
混
和
す
る
こ
と
が
で
き
る
物
品
」
の
取
扱
い
に
つ
い
て
（
平
成
九
年
国
税
庁
通
達
）
。
た
だ

し
、
こ
の
通
達
が
第
二
章
第
Ｃ
節
の
規
定
の
適
用
対
象
と
な
る
産
品
に
関
係
す
る
場
合
に
限
る
。

果
実
酒
等
の
製
法
品
質
表
示
基
準
を
定
め
る
件
（
平
成
二
十
七
年
国
税
庁
告
示
第
十
八
号
）
第
一
項
第
三
号
及
び
別
表
。

た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
規
定
が
第
二
章
第
Ｃ
節
の
規
定
の
適
用
対
象
と
な
る
産
品
に
関
係
す
る
場
合
に
限
る
。

第
Ｂ
節

第
二
・
二
十
五
条
１

に
規
定
す
る
第
一
段
階
の
醸
造
法

(b)

第
二
・
二
十
五
条
１

に
規
定
す
る
第
一
段
階
の
日
本
国
に
お
け
る
醸
造
法
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
か
ら
成
る
。

(b)

補
糖

(a)

し
ょ
糖
、
ぶ
ど
う
糖
及
び
果
糖
（
以
下
「
糖
類
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
補
糖
は
、
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ

し
、
補
糖
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
糖
類
の
重
量
（
注
１
）

が
当
初
の
ぶ
ど
う
の
搾
汁
に
含
有
さ
れ
る
糖
類
の
重
量
を
超
え

る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
（
注
２
）

注
１

補
糖
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
糖
類
の
重
量
は
、
転
化
糖
と
し
て
次
の
と
お
り
表
示
す
る
。

転
化
糖
の
重
量

＝ぶ
ど
う
糖
の
重
量
＋
果
糖
の
重
量
＋
し
ょ
糖
の
重
量

×
１

.

０
５

注
２

第
二
章
第
Ｃ
節
の
規
定
の
適
用
上
、
欧
州
議
会
及
び
閣
僚
理
事
会
の
規
則
（
Ｅ
Ｕ
）
第
一
三
〇
八
・
二
〇
一
三
号
附
属
書
Ⅷ
第
一
編
Ｃ
第
七
項

に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
一
の
産
品
に
対
し
て
補
糖
及
び
補
酸
の
両
方
を
適
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

補
酸
及
び
除
酸

(b)

補
酸
又
は
除
酸
は
、
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
補
酸
又
は
除
酸
が
食
品
添
加
物
に
関
す
る
食
品
規
格
委
員

会
の
一
般
的
な
基
準

に
適
合
し
て
い
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
（
注
）

3.3
（a）

注

第
二
章
第
Ｃ
節
の
規
定
の
適
用
上
、
欧
州
議
会
及
び
閣
僚
理
事
会
の
規
則
（
Ｅ
Ｕ
）
第
一
三
〇
八
・
二
〇
一
三
号
附
属
書
Ⅷ
第
一
編
Ｃ
第
七
項
に

規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
一
の
産
品
に
対
し
て
補
酸
及
び
除
酸
の
両
方
を
適
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

ぶ
ど
う
品
種

(c)

い
ず
れ
の
品
種
（
ヴ
ィ
テ
ィ
ス
・
ヴ
ィ
ニ
フ
ェ
ラ
種
と
異
な
る
種
を
含
む
。
）
の
ぶ
ど
う
も
日
本
ワ
イ
ン
を
生
産
す
る

た
め
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
ぶ
ど
う
が
日
本
国
に
お
い
て
収
穫
さ
れ
る
場
合
に
限
る
。

ア
ル
コ
ー
ル
分
、
総
酸
及
び
揮
発
酸
の
限
度

(d)
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九
五
六

ア
ル
コ
ー
ル
分
の
下
限
は
、
実
ア
ル
コ
ー
ル
分
で
一
パ
ー
セ
ン
ト
（
容
量
）
と
す
る
。
ア
ル
コ
ー
ル
分
の
上
限
は
、
実

ア
ル
コ
ー
ル
分
で
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
容
量
）
未
満
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
糖
な
し
で
生
産
さ
れ
た
日
本
ワ
イ
ン
に
つ
い

て
は
、
ア
ル
コ
ー
ル
分
の
上
限
は
、
実
ア
ル
コ
ー
ル
分
で
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
容
量
）
未
満
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
総

酸
及
び
揮
発
酸
に
つ
い
て
は
、
限
度
を
課
さ
な
い
も
の
と
す
る
。

仕
上
げ
の
工
程

(e)

ブ
ラ
ン
デ
ー
（
注
１
）

、
甘
味
料
（
糖
類
又
は
日
本
国
に
お
い
て
収
穫
さ
れ
た
ぶ
ど
う
の
搾
汁
若
し
く
は
濃
縮
搾
汁

(i)
の
形
態
の
も
の
）
又
は
日
本
ワ
イ
ン
に
つ
い
て
は
、
発
酵
後
の
日
本
ワ
イ
ン
に
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当

該
発
酵
後
の
日
本
ワ
イ
ン
に
つ
い
て
は
、
容
器
を
替
え
る
こ
と
な
く
直
接
運
送
す
る
た
め
の
容
器
に
お
い
て
発
酵
さ
せ

た
場
合
に
限
る
。
加
え
ら
れ
た
糖
類
の
重
量
（
注
２
）

は
、
当
該
ブ
ラ
ン
デ
ー
、
甘
味
料
又
は
日
本
ワ
イ
ン
を
加
え
た

後
の
日
本
ワ
イ
ン
の
総
重
量
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

注
１

第
二
章
第
Ｃ
節
の
規
定
に
基
づ
く
仕
上
げ
の
工
程
で
使
用
さ
れ
る
ブ
ラ
ン
デ
ー
は
、
ぶ
ど
う
（
ぶ
ど
う
か
す
及
び
ぶ
ど
う
の
濃
縮
搾
汁
を

含
む
。
）
か
ら
製
造
さ
れ
る
も
の
と
し
、
ま
た
、
欧
州
委
員
会
規
則
（
Ｅ
Ｃ
）
第
六
〇
六
・
二
〇
〇
九
号
附
属
書
Ｉ
Ａ
に
お
い
て
承
認
さ
れ

て
い
る
物
質
の
み
を
含
有
す
る
。

注
２

加
え
ら
れ
た
糖
類
の
重
量
は
、
転
化
糖
と
し
て
次
の
と
お
り
表
示
す
る
。

転
化
糖
の
重
量

＝ぶ
ど
う
糖
の
重
量
＋
果
糖
の
重
量
＋
し
ょ
糖
の
重
量
×
１

.

０
５

甘
味
料
（
日
本
国
に
お
い
て
収
穫
さ
れ
た
ぶ
ど
う
の
搾
汁
又
は
濃
縮
搾
汁
の
形
態
の
も
の
）
に
つ
い
て
は
、
発
酵
後

(ii)
の
日
本
ワ
イ
ン
に
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
加
え
ら
れ
た
甘
味
料
（
ぶ
ど
う
の
搾
汁
又
は
濃
縮
搾
汁
の
形
態

の
も
の
）
の
糖
類
の
重
量
が
、
当
該
甘
味
料
を
加
え
た
後
の
日
本
ワ
イ
ン
の
総
重
量
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
場

合
に
限
る
。

甘
味
料
（
糖
類
の
形
態
の
も
の
）
に
つ
い
て
は
、
発
酵
後
の
日
本
ワ
イ
ン
に
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
加

(iii)
え
ら
れ
た
糖
類
の
重
量
（
注
）

が
当
該
糖
類
を
加
え
た
後
の
日
本
ワ
イ
ン
の
総
重
量
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
場

合
に
限
る
。

注

加
え
ら
れ
た
糖
類
の
重
量
は
、
転
化
糖
と
し
て
次
の
と
お
り
表
示
す
る
。

転
化
糖
の
重
量

＝ぶ
ど
う
糖
の
重
量
＋
果
糖
の
重
量
＋
し
ょ
糖
の
重
量
×
１

.

０
５

第
Ｃ
節

第
二
・
二
十
六
条
１
に
規
定
す
る
第
二
段
階
の
醸
造
法

第
二
・
二
十
六
条
１
に
規
定
す
る
第
二
段
階
の
日
本
国
に
お
け
る
醸
造
法
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
か
ら
成
る
。
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九
五
七

ア
ル
コ
ー
ル
分
の
下
限
は
、
実
ア
ル
コ
ー
ル
分
で
一
パ
ー
セ
ン
ト
（
容
量
）
と
す
る
。
ア
ル
コ
ー
ル
分
の
上
限
は
、
実

ア
ル
コ
ー
ル
分
で
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
容
量
）
未
満
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
糖
な
し
で
生
産
さ
れ
た
日
本
ワ
イ
ン
に
つ
い

て
は
、
ア
ル
コ
ー
ル
分
の
上
限
は
、
実
ア
ル
コ
ー
ル
分
で
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
容
量
）
未
満
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
総

酸
及
び
揮
発
酸
に
つ
い
て
は
、
限
度
を
課
さ
な
い
も
の
と
す
る
。

仕
上
げ
の
工
程

(e)

ブ
ラ
ン
デ
ー
（
注
１
）

、
甘
味
料
（
糖
類
又
は
日
本
国
に
お
い
て
収
穫
さ
れ
た
ぶ
ど
う
の
搾
汁
若
し
く
は
濃
縮
搾
汁

(i)
の
形
態
の
も
の
）
又
は
日
本
ワ
イ
ン
に
つ
い
て
は
、
発
酵
後
の
日
本
ワ
イ
ン
に
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当

該
発
酵
後
の
日
本
ワ
イ
ン
に
つ
い
て
は
、
容
器
を
替
え
る
こ
と
な
く
直
接
運
送
す
る
た
め
の
容
器
に
お
い
て
発
酵
さ
せ

た
場
合
に
限
る
。
加
え
ら
れ
た
糖
類
の
重
量
（
注
２
）

は
、
当
該
ブ
ラ
ン
デ
ー
、
甘
味
料
又
は
日
本
ワ
イ
ン
を
加
え
た

後
の
日
本
ワ
イ
ン
の
総
重
量
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

注
１

第
二
章
第
Ｃ
節
の
規
定
に
基
づ
く
仕
上
げ
の
工
程
で
使
用
さ
れ
る
ブ
ラ
ン
デ
ー
は
、
ぶ
ど
う
（
ぶ
ど
う
か
す
及
び
ぶ
ど
う
の
濃
縮
搾
汁
を

含
む
。
）
か
ら
製
造
さ
れ
る
も
の
と
し
、
ま
た
、
欧
州
委
員
会
規
則
（
Ｅ
Ｃ
）
第
六
〇
六
・
二
〇
〇
九
号
附
属
書
Ｉ
Ａ
に
お
い
て
承
認
さ
れ

て
い
る
物
質
の
み
を
含
有
す
る
。

注
２

加
え
ら
れ
た
糖
類
の
重
量
は
、
転
化
糖
と
し
て
次
の
と
お
り
表
示
す
る
。

転
化
糖
の
重
量

＝ぶ
ど
う
糖
の
重
量
＋
果
糖
の
重
量
＋
し
ょ
糖
の
重
量
×
１

.

０
５

甘
味
料
（
日
本
国
に
お
い
て
収
穫
さ
れ
た
ぶ
ど
う
の
搾
汁
又
は
濃
縮
搾
汁
の
形
態
の
も
の
）
に
つ
い
て
は
、
発
酵
後

(ii)
の
日
本
ワ
イ
ン
に
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
加
え
ら
れ
た
甘
味
料
（
ぶ
ど
う
の
搾
汁
又
は
濃
縮
搾
汁
の
形
態

の
も
の
）
の
糖
類
の
重
量
が
、
当
該
甘
味
料
を
加
え
た
後
の
日
本
ワ
イ
ン
の
総
重
量
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
場

合
に
限
る
。

甘
味
料
（
糖
類
の
形
態
の
も
の
）
に
つ
い
て
は
、
発
酵
後
の
日
本
ワ
イ
ン
に
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
加

(iii)
え
ら
れ
た
糖
類
の
重
量
（
注
）

が
当
該
糖
類
を
加
え
た
後
の
日
本
ワ
イ
ン
の
総
重
量
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
場

合
に
限
る
。

注

加
え
ら
れ
た
糖
類
の
重
量
は
、
転
化
糖
と
し
て
次
の
と
お
り
表
示
す
る
。

転
化
糖
の
重
量

＝ぶ
ど
う
糖
の
重
量
＋
果
糖
の
重
量
＋
し
ょ
糖
の
重
量
×
１

.

０
５

第
Ｃ
節

第
二
・
二
十
六
条
１
に
規
定
す
る
第
二
段
階
の
醸
造
法

第
二
・
二
十
六
条
１
に
規
定
す
る
第
二
段
階
の
日
本
国
に
お
け
る
醸
造
法
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
か
ら
成
る
。
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九
五
八

柿
タ
ン
ニ
ン

微
小
繊
維
状
セ
ル
ロ
ー
ス

フ
ィ
チ
ン
酸

Ｌ－

ア
ス
コ
ル
ビ
ン
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム

カ
ゼ
イ
ン
ナ
ト
リ
ウ
ム

第
Ｄ
節

第
二
・
二
十
七
条
１
に
規
定
す
る
第
三
段
階
の
醸
造
法

第
二
・
二
十
七
条
１
に
規
定
す
る
第
三
段
階
の
日
本
国
に
お
け
る
醸
造
法
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
か
ら
成
る
。

酸
性
リ
ン
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
（
リ
ン
酸
二
水
素
カ
ル
シ
ウ
ム
）

酸
性
リ
ン
酸
カ
リ
ウ
ム
（
リ
ン
酸
水
素
二
カ
リ
ウ
ム
及
び
リ
ン
酸
二
水
素
カ
リ
ウ
ム)

活
性
白
土

寒
天

ア
ン
モ
ニ
ア

リ
ン
酸
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
（
リ
ン
酸
二
水
素
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
）

塩
化
カ
ル
シ
ウ
ム

カ
ラ
ギ
ナ
ン

コ
ラ
ー
ゲ
ン

エ
リ
ソ
ル
ビ
ン
酸

塩
化
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム

硫
酸
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム

リ
ン
酸

炭
酸
カ
リ
ウ
ム

ア
ル
ギ
ン
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム

炭
酸
水
素
ナ
ト
リ
ウ
ム

炭
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム

塩
化
ナ
ト
リ
ウ
ム
（
食
塩
）

エ
リ
ソ
ル
ビ
ン
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
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九
五
九

柿
タ
ン
ニ
ン

微
小
繊
維
状
セ
ル
ロ
ー
ス

フ
ィ
チ
ン
酸

Ｌ－

ア
ス
コ
ル
ビ
ン
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム

カ
ゼ
イ
ン
ナ
ト
リ
ウ
ム

第
Ｄ
節

第
二
・
二
十
七
条
１
に
規
定
す
る
第
三
段
階
の
醸
造
法

第
二
・
二
十
七
条
１
に
規
定
す
る
第
三
段
階
の
日
本
国
に
お
け
る
醸
造
法
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
か
ら
成
る
。

酸
性
リ
ン
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
（
リ
ン
酸
二
水
素
カ
ル
シ
ウ
ム
）

酸
性
リ
ン
酸
カ
リ
ウ
ム
（
リ
ン
酸
水
素
二
カ
リ
ウ
ム
及
び
リ
ン
酸
二
水
素
カ
リ
ウ
ム)

活
性
白
土

寒
天

ア
ン
モ
ニ
ア

リ
ン
酸
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
（
リ
ン
酸
二
水
素
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
）

塩
化
カ
ル
シ
ウ
ム

カ
ラ
ギ
ナ
ン

コ
ラ
ー
ゲ
ン

エ
リ
ソ
ル
ビ
ン
酸

塩
化
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム

硫
酸
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム

リ
ン
酸

炭
酸
カ
リ
ウ
ム

ア
ル
ギ
ン
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム

炭
酸
水
素
ナ
ト
リ
ウ
ム

炭
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム

塩
化
ナ
ト
リ
ウ
ム
（
食
塩
）

エ
リ
ソ
ル
ビ
ン
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
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九
六
〇

小
麦
粉
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